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【お問合せ先】
⽔産庁管理調整課 沿岸・遊漁室
TEL︓03-3502-8111（内線6705）
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下瀬環 沖縄さかな図鑑
（沖縄タイムス社）

▲届出はシステムから可能です。詳しくはこちら。

広域漁業調整委員会指⽰に基づく届出をせずにくろ
まぐろを採捕したこと等が確認された場合は、この
指⽰に従うべき旨の命令（裏付命令）が発出され、
この命令に従わない場合には、罰則（１年以下の拘
禁刑⼜は50万円以下の罰⾦）が適⽤されます。
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